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令和4年度第1回 川西市国民健康保険運営協議会 会議要旨

１．開会

２．部長あいさつ

３．確認委員の選出

４．諮問

５．議事

（１）令和 3年度川西市国民健康保険事業特別会計の決算状況等について
①令和 3年度川西市国民健康保険事業特別会計収支
②国保制度と川西市国保における税率改定の状況

③兵庫県における保険料（税）水準統一に向けた動き

資料について事務局より説明

委 員：兵庫県下の市町が実施する福祉医療について乳幼児医療や障がい者医療など給付内容が異

なるがそれについてどう考えているか。

事務局：兵庫県における保険料水準統一に向けた動きの中では福祉医療の内容を統一しようという

動きはない。一方で、福祉医療による国庫補助金の減額分について、最低二分の一は一般会

計から繰り入れるという基準が設けられようとしている。残りの二分の一は国保の負担で

あることから、福祉医療を充実すれば給付費が増えるため全市の課税額に影響が出ること

となり不公平感が出てくる。そのことに関しては、意見具申をしていきたいと考えている。

委 員：一般会計繰入金の状況について、令和 2年度から令和 3年度で基準外繰入金が増加してい
る原因は何か。基準外繰入金が今後増加していくのであれば、基金残高を利用するにしても、

その負担がどのように川西市に反映されるのか。

事務局：本市は、赤字補填のための一般会計繰入れは行っていない。令和 3年度に一般会計繰入の
金額が増加しているのは、普通調整交付金申請誤りに係る繰り入れを行っているためであ

る。

現在、基金残高が約 10億円となっていることについて、後期高齢者医療制度が始まり国
保制度が大きく変わる際に、それまで毎年約 3.5億円ほど繰り入れしていたものをなくし
た。しかし、議会の指摘により再度法定外繰り入れを行うようになり、その結果現在 10億
円ほどの基金残高となっていると認識している。この部分については、一般会計に一旦返す

のも一つの方法ではないかと考えている。今の保険税率が県の標準税率と比べても高くない

ため、税率改定における補填として基金を活用することもないと思われることから、そのよ

うな提案をさせていただいている。

委 員：現時点では黒字だと伺ったが、今後の高額医療などに備えるなどで基金の活用を検討し

てみてはどうか。また、令和 9年度に統一するためには、川西市は近隣市に比べて高齢率
が高いと思うが、保険料率を上げることによって、この黒字部分がさらに増えていくのか、

見通しはどのように立てられているのかを知りたい。

事務局：高額医療費の部分については、市町に高額な医療が出た場合は県全体で賄う制度になって



おり、一つの市町に負担がかかるということはないため、それに備えて川西市が財源を確

保する必要はない。今後の税率の見通しについては、県全体で必要となる将来の保険給付

費を見込んで税率設定がなされていくこととなり、川西市は指定された税率で賦課徴収を

行い、県に納めるため、高齢化等で黒字や赤字が発生することはないと見込んでいる。

一方で、今まで保険者は給付費を抑えるために保健事業の充実やジェネリック医薬品の

普及啓発など様々な努力を行ってきたが、今後保険税率が統一になれば、そのような努力

をしても保険税率を下げることが出来なくなるので、市町のモチベーションが下がってし

まう。保険税の収納努力についても、今後どのようにチェックをかけていくのか、県が監

査をするなどして市町の指導などにあたる必要があるのではないかなど、様々な問題が出

てくると思う。質を落とさず、みんなで同じものを目指すというところが県全体の協議に

なってくると考えている。

委 員：保険料水準統一についての他都道府県の取組状況の表について説明してほしい。

事務局：各都道府県で統一に向けた取り組みが異なる。この表は令和 4年 7月に厚生労働省がま
とめたものであり、ここに載っていない県もおそらく検討はされているが、具体的には未

定のため掲載されていない状況と思われる。兵庫県としては、令和 3年度に納付金ベース
で統一を図り、令和 9年度には標準保険料率の統一を行い、12年度には完全統一をする
という内容になっている。

委 員：今後の国保加入者推移があれば次回の委員会で資料を提示してほしい。

事務局：次回以降提示する。

（2）その他
事務局：今後の運営協議会について、県から仮係数に基づく納付金試算が 11月に出る予定であ

るため、それ以後に運営協議会第 2回目を開催したいと考えている。


